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  発表内容の      
  関 係 地 域      

 全県、岩国、柳井、周南、山口、防府、宇部、山陽小野田、下関、長門、 
 萩、首都圏 

 
１ 件 名 
  山口県立大学と山口県弁護士会の共同によるセカンドライフ相談 
    〜大学と弁護士会の共同相談は、全国初〜 
 
２  趣 旨 
 山口県立大学「心とからだの相談室」では、平成２３年４月より、県立大学社会福祉学部教員

と山口県弁護士会（高齢・障害部会）が共同して、地域住民のための「セカンドライフ相談」を

開始します。大学教員と弁護士がペアで相談に応じる活動は全国初の試みです。 

「セカンドライフ相談」とは、独り暮らし高齢者の財産管理や、軽度認知症高齢者の生活相談、

親亡き後の障害児の財産管理、施設入所者の財産管理、遺言の準備など、いわゆる成年後見制度

や地域権利擁護事業に関わる相談で、不安のない老後に向けての「老い支度」のお手伝いをする

ものです。 

 
３ 日 時 
 毎月 第２水曜日 １３：００〜１４：３０ 

 
４ 場 所 
 山口県立大学 地域交流スペース Yucca（ユッカ） 

    〒753-0011   山口市宮野下 ２６８９− ３   

    電話（０８３）９３４− ８０１１  Ｆａｘ（０８３）９３４− ８０１２ 

 
５ 概 要 
 山口県立大学では、平成２２年１月より県民の QOL（生活の質）を高めるための地域貢献活動

として「心とからだの相談室」を開設し、保健・医療・福祉の専門性を有する県立大学の教員が

相談に当たっています。相談部門としては、「アンチエイジング」、「女性のための相談」、

「子どもの相談」、「進路・留学相談」などがありますが、このたび、さらに山口県弁護士会

（高齢・障害部会）と共同し、福祉系教員と弁護士がペアで、成年後見制度や権利擁護事業など

を含む法律・生活相談に当たる「セカンドライフ相談部門」を開設しました。 

 毎月第２水曜日１３：００〜１４：３０、福祉系教員と弁護士がペアで相談に応じます。 

 相談は完全予約制（ご希望の相談日の 1 週間前までに電話予約をお願いします）で秘密厳守、 

 1 回 40 分、相談料 3,000 円です。 

  
６ 問合先 
  
 山口県立大学「心とからだの相談室」 

   室長             加登田 恵子    電話（083）928-4775 

   コーディネーター 河野  幸恵    電話 (083) 934-8011 

 交流スペース Ｙｕｃｃａ（ユッカ）山口市宮野下 2689-3 
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